
Ａ： 計画等に盛り込むもの  ７件

Ｂ： 計画等に盛り込み済みのもの  ７件

Ｃ： 計画等に盛り込まないもの  ６件

Ｄ： その他、要望・意見・感想等  12件
1

Ｎｏ.
反映
区分

3

歴史的景観の
顕在化につい
て

 本丸における歴史的景観や機能の顕
在化は誰が求めているのか、市民調査
の有無を示してほしい。また、機能の
顕在化等は、デジタル技術を活用した
紹介やパンフレット、説明板等の設置
で十分ではないか。

本丸に限らず、盛岡城の歴史的景観
や機能の顕在化は、来城者に史跡の
価値を理解し、深めていただく上で
欠かせないものと考えております。
これまでも「史跡盛岡城跡保存活用
計画」等において、史跡の保存・活
用と整備の方針について広く意見を
募り、ご理解頂いた上で進めており
ます。また、史跡の価値を理解する
ための整備には様々な手法があり、
ご意見いただいた手法も今後の整備
計画で検討しております。

Ｄ

4

計画策定の目
的について

全体整備計画改訂（2027年）に先行し
て本丸整備計画を策定する明確な理由
を『本計画』に示すべきではないか.

本計画の策定については「史跡盛岡
城跡保存活用計画」において定めた
ものであり、本計画策定の理由につ
きましては、P2「計画策定の目的」
に掲載しております。

B

史跡盛岡城跡本丸整備計画（案）パブリックコメント意見募集結果

１　意見の募集期間

令和７年６月30日（月）から７月22日（火）まで

２　意見募集の方法

郵便、ファクス、持参及び盛岡市公式ホームページの応募フォーム

３　受付意見数

Ｂ

2

計画策定の審
議内容につい
て

『本計画』策定に係る審艤内容は一般
市民に理解されているか。

本計画に係る審議会は市民の方への
傍聴を公開しております。また、本
パブリックコメントにおいて審議内
容を踏まえた計画を提示し、広く意
見を募っております。

Ｄ

個人１人、意見32件

【反映区分の凡例】

項　　目 意見等の趣旨 盛岡市の考え方

1

本丸の位置づ
け

現行計画における本丸整備の進捗状況
は、『本計画』に記載されているか、
また現行計画における本丸の位置づけ
を明記すべきではないか。

現行計画において本丸の整備は発掘
調査を実施することとしており、そ
の内容につきましてはｐ49以降の
「第３章 各種調査の概要」に記載し
ております。また、本丸の位置づけ
につきましては、ｐ2「計画策定の目
的」に記載しております。
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11

文章の構成に
ついて

保存、活用、運営・整備体制、植生の
順番ですが、植生が3 番目と思いま
す。保存・活用は盛岡城跡のことです
が、運営等は事業執行体制のことで、
植生が3番目に記載されるべきではな
いか。

ご指摘の通り、修正いたします。

Ａ

9

用語の使い方
について

P80の「枝打」という表現は林業で使
用される用語であり、都市公園の樹木
においての目的を考えると「剪定」が
より適切ではないか。

ご指摘の通り、修正いたします。

Ａ

10

基本方針と課
題の関係性に
ついて

P94からの整備の基本方針が、P80から
の課題（保存、活用、運営・整備体
制、植生）のどれに対応するのか分か
りにくいため、対応関係を明確にすべ
きではないか。

基本方針は整備の目的、対象、方法
等を明確化し、整備を進めるうえで
の総則を示すものであることから、
個別の課題との関係性は示しており
ませんが、基本方針と整備計画の関
係性についてはP100の表10に掲載し
ております。

Ｃ

7

本丸計画と現
行計画の関係
性

 P65の1.本丸の位置付けに、現行計画
の第Ⅱ期整備計画として、本丸からニ
ノ丸を対象として順次進める計画、と
あるが、その第Ⅱ期整備計画も2023年
から実施されているはずであるが、今
回『本計画』を策定することにより現
行計画の整備計画とはどのような関係
になるのか。

現行計画において第Ⅱ期整備は令和4
年（2023）から着手する予定となっ
ておりますが、三ノ丸石垣修復工事
着手の遅れ等もあり、第Ⅰ期整備事
業の完了は令和９年（2027）として
おります。また、本計画の整備方針
や内容につきましては、次期整備計
画において引き継ぐこととしており
ます。

Ｂ

8

字句の誤りに
ついて

現行計画では1期計画、Ⅱ期計画と表
記されているが、『本計画』ではP65
のように1期2期と算用数字で表記され
ている。統一すべきではないか。

現行計画における各計画の表記は
「第Ⅰ期整備計画」、「第Ⅱ期整備
計画」が正しい表記となりますの
で、ご指摘いただいた箇所について
は修正いたします。

Ａ

Ａ

6

文章表現につ
いて

P59の③の最後に修理報告書の作成が
必要であると表現されているが、事業
において成果品を作成するのは当然の
ことなので「作成する」という表現に
変えるべきでは。

ご意見のとおり修正します。

Ａ

項　　目 意見の趣旨 盛岡市の考え方

5

字句の誤り等
について

P59の和暦表示に西暦も併記すべきで
はないか、また、本文中の西暦の誤り
等が散見されるので見直しが必要では
ないか。

字句の誤り、和暦と西暦の記載につ
いては、適宜修正します。
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16

台座の取り扱
いについて

市の台座の取り扱いについての考え方
は、意見を広く募りつつ移動の可能性
を調査するということですが、まずは
技術的に移設が可能か、可能であれば
その経費はどれくらいになるのか費用
の概算を算出し、その上で移設場所も
含めて、初めて取り扱いについての意
見を求めるべきではないでしようか。

台座について意見を募るタイミング
や回数は適時行うものであり、その
中で各種調査の結果も公表し、段階
を踏んで意見を集約していくものと
考えております。
存置の可否については意見の多少や
費用面だけでなく、公園と史跡の価
値に与える影響、歴史的背景、市民
感情等を総合的に鑑みて判断するも
のと考えます。

Ｄ

17

整備計画図の
について

P98（短期計画）とP99（中・長期計
画）の整備平面図において、内容の重
複が多いが理由はあるか

重複部分は適宜、修正いたします。

Ａ

14

活用の課題に
ついて

また活用の課題の項目の3つ目と4つ目
は、サイン不足と動線計画の整合性と
ほぼ同じ内容を繰り返し記載していま
せんか。内容を整理し簡潔に記すべき
ではないかと思います。

活用の課題の3つ目は史跡全体のサイ
ン計画の必要性について、4つ目は本
丸のサイン整備の必要性について記
述しておりますので、項目を分けて
おります。 Ｃ

15

台座の取り扱
いについて

台座の存置の可否に関する記載がP80
の課題になく、基本方針でいきなり取
扱いや移動が提示されているが、これ
は適切か。

活用の課題の中で南部中尉の台座を
軸に園路が設計されていることを記
述し、課題として取り上げておりま
す。また、存置の可否については今
後の調査や議論の中で取り扱うこと
としております。

　Ｂ

12

基本方針につ
いて

4つの基本方針の中で記載されている
内容は、保存や活用の項目が混在して
いませんか。

史跡整備において整備内容が保存と
活用の両方に跨る場合もございま
す。

Ｃ

13

文章の体裁に
ついて

基本方針における各項目を・で示すの
ではなく1 ) 2 ) 等のように分かりや
すく表記すべきと思います。

ご意見につきましては参考とさせて
いただきます。

Ｄ

項　　目 意見の趣旨 盛岡市の考え方
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22

転落防止柵に
ついて

 転落防止柵の色彩だけでなくデザイ
ン・素材も配慮すべきではないか、ま
た、四ツ目垣等の和風の造園手法も検
討すべきではないか。

転落防止柵につきましては、史跡の
景観に合う、デザイン、色彩、素材
等を検討していくこととしておりま
す。四ツ目垣等の手法につきまして
は、史跡内で転落等の危険性が少な
い場所で取り入れることは可能と考
えますが、転落の危険性が高い石垣
天端付近等での取り入れは難しいも
のと考えます。

Ｄ

23

その他 昨年改修された渡雲橋の高欄はステン
レスという現代の素材を使用してお
り、市が史跡として石垣本来の姿に拘
ることとは真逆な素材を採用してい
る。荷重や維持管理の問題があったと
しても現代の素材で形のみ継承するよ
うな対応は大変チグハグな考え方と思
うが、委員会でも色彩だけが取り上げ
られていたと記憶している。考え方の
バランスが取れていないのではない
か。

昨年度、修理した渡雲橋は史跡の
「本質的価値に準ずる諸要素」であ
りますが、公園施設（園路）として
安全性を確保する必要があったこと
から、そのデザインと色彩は踏襲し
つつも、素材は今後の維持管理と橋
梁本体への荷重の軽減を考慮してア
ルミを採用いたしました。
委員会においては色彩のみならず、
そのデザインや素材について歴史的
背景を踏まえて協議しております。

Ｄ

20

動線計画につ
いて

 P106の車いす通行可能動線につい
て、介添えなしで利用可能な勾配と介
添えが必要な勾配を区別して明示すべ
きではないか。

史跡範囲内の坂道等は、車いす通行
していただく際、原則、全て介助者
が必要な坂道であると考えておりま
す。

Ｃ

21

記念碑の位置
について

P112の記念碑の位置をP116のような図
面に示すべきではないか、また計画対
象範囲にあるなら位置表示は必要では
ないか。

ご意見のとおり、P68の現状構造物配
置図に場所を図示いたします。

Ａ

Ｂ

19

本丸のやる割
やその顕在化
について

本丸の本来の役割や構造を理解しても
らうために、とありますがそこまで本
来の姿に拘る理由はなにか。

来城者に史跡の理解を深めていただ
くには、盛岡城本来の姿や機能を顕
在化し、歴史的価値の重要性を示す
必要があると考えております。 Ｄ

項　　目 意見の趣旨 盛岡市の考え方

18

台座の取り扱
いについて

P99の整備計画図に台座が描かれてい
ないが、これは移設の結論を示すもの
か、誤解を招かないか。

台座の取り扱いつきましては、
No15・16のとおりです。
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28

その他  P104等の全体平面図に描かれている
花壇の修正は必要ではないか

平面図における公園内の各施設の表
示については、バラ園以外にも撤去
されているものが存在しますことか
ら、次期整備計画策定に合わせて図
面の更新も検討してまいります。

Ｄ

26

計画の進捗管
理について

計画期間10年の実施状況管理・把握方
法の記載がないが、PDCAサイクルを含
め進捗管理について記載すべきではな
いか。

PDCAサイクルや進捗管理については
「史跡盛岡城跡保存活用計画」の中
で実施してまいります。

Ｃ

27

その他 委員会の議事録作成と公開、またウェ
ブサイトの整備は行われているか。

委員会の議事録は作成しておりま
す。HPへの公開は、順次進めてまい
ります。

Ｄ

Ｂ

25

文章の表現に
ついて

P127第1節の短期整備計画の説明文
に、「短期間に多くの計画に着手する
ことは予算面だけでなく・・・」とい
う1節があるが、これは予算も人も不
足しておりこの計画を予定通り出来な
い場合もあるというような計画策定時
から言い訳の言葉ではないか。

ご意見につきましては参考とさせて
いただきます。

Ｄ

項　　目 意見の趣旨 盛岡市の考え方

24

整備事業計画
について

P128の表12は、P127の各項目がどの事
業に対応するのか不明瞭なため、大分
類で整理し、具体的な実施年度（和
暦、西暦）も明記すべきではないか。

整備事業計画の各項目については表
12に記載しております。実施年度の
詳細については、今後、検討してい
くこととしております。
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31

その他 『本計画』の前段の資料的要素は多す
ぎないか、今後の全体整備計画でも重
複する内容が多いため、資料として別
冊にすべきではないか。

本計画における各項目は文化庁が示
す計画策定のガイドラインに沿って
設けております。

Ｃ

32

その他 台所地区のベンチや遊具（鉄棒、ブラ
ンコ）の形、色彩、素材は史跡として
のこだわりが反映されていないが、今
後どのように扱うのか。

ご指摘のベンチや遊具は現行の整備
計画策定以前に設置されたもので
す。今後、次期整備計画を策定する
際にその取り扱いについて検討して
まいります。

Ｄ

29

その他 現行の整備計画の台所地区の整備内容
の中で「開放的で明るい雰囲気となる
ようバラ園を再整備する、その際は明
治期の花壇意匠復元について検討す
る」とあります。
『本計画』において、これだけ史跡に
拘りを持ち石垣や遺構の保存、盛岡城
の本質的価値云々と言いながら、明治
期の花壇意匠の復元を検討するという
のは、考え方に矛盾はありませんか。
バラ園については現行の整備基本計画
検討の委員会で、委員からどのような
意見がだされ、協議の結果再整備とい
う結論に達したのか。

現行計画策定時にはバラ園の再整備
を検討しておりましたが、計画策定
以後に実施した発掘調査の結果、バ
ラ園下には盛岡城に関する重要な建
物跡が残存していることが確認され
たため、現在の計画ではバラ園の再
整備は実施しないこととしておりま
す。
盛岡城跡の整備は近世城郭としての
本質的価値とともに長岡安平の設計
にもとづく近代公園としての価値も
有しており、それぞれの価値を示す
範囲や要素に対し、適切に保存が図
られる整備を進めることとしている
ことから、地区や場所によって整備
方針が異なる場合がございます。

Ｄ

30

その他 『本計画』の策定にコンサルタントは
関わっているか、最終ページに明記さ
れるか。

策定に関わったコンサル事業者につ
いては例言に掲載する予定です。

Ｂ

項　　目 意見の趣旨 盛岡市の考え方


